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「宇部市公共下水道芝中ポンプ場再構築事業 事業者選定委員会」（以下、「選定委員会」とい

う。）は、宇部市公共下水道芝中ポンプ場再構築事業（以下、「本事業」という。）に関して、優

先交渉権者選定基準（令和 6年 6月 28 日公表）に基づき、提案内容等について厳正かつ慎重な

審議を行い、優先交渉権者を選定しましたので、選定結果及び審査講評をここに報告いたしま

す。 

 

令和 7年 2月 20 日 

宇部市公共下水道芝中ポンプ場再構築事業 事業者選定委員会委員長 

山口大学 大学院創成科学研究科 大学院担当教授 

朝位 孝二 

 



 

 

目 次 

 

1. 選定委員会の構成 .................................................................................................................................. 1 

2. 選定委員会の審査経緯 ......................................................................................................................... 1 

3. 審査の進め方 ............................................................................................................................................. 2 

4. プロポーザル参加資格審査 ................................................................................................................. 4 

5. 提案審査 ....................................................................................................................................................... 4 

5.1 基礎審査 ............................................................................................................................................... 4 

5.2 総合審査と総合評価点の算出 ................................................................................................... 4 

6. 審査講評 ....................................................................................................................................................... 7 

6.1 各審査項目の講評 ........................................................................................................................... 7 

6.2 総評 ......................................................................................................................................................... 9 

 

 

 



 

- 1 - 

1.  選定委員会の構成 

宇部市（以下、「市」という。）は、優先交渉権者の選定にあたり、客観的な評価を行うために、

学識経験等を有する者からなる選定委員会を設置しました。なお、選定委員会の委員は、表 1.1

の 5 名により構成されています。 

表 1.1 選定委員会の委員（敬称略） 

区 分 氏 名 所属・役職 

委員長 朝位 孝二 山口大学 大学院創成科学研究科 大学院担当教授 

副委員長 今村 政裕 一般財団法人 山口県建設技術センター 理事長 

委 員 山本 浩一 山口大学 大学院創成科学研究科 大学院担当教授 

委 員 段下 剛志 徳山工業高等専門学校 土木建築工学科 准教授 

委 員 村上 守 宇部市土木建設部長 

 

2.  選定委員会の審査経緯 

開催された選定委員会と各回における審査経緯は、表 2.1 のとおりです。 

表 2.1 選定委員会の開催日と審査内容 

回 開催日 審査内容 

第 1回 令和 5年 7 月 3 日 委員会スケジュールの確認 

第 2回 令和 5年 10 月 17 日 実施方針、要求水準書に関する検討 

第 3回 令和 6年 5 月 15 日 募集要項等、優先交渉権者選定基準に関する検討 

第 4回 令和 7年 2 月 13 日 提案内容審査、優先交渉権者選定、審査講評 
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3.  審査の進め方 

審査は、以下の手順で実施しました。 

①資 格 審 査：第一次審査として応募資格の有無を確認しました。 

②競争的対話：参加資格があるとされた者に対し、募集要項等についての理解を深め、提案内

容が要求水準未達となることを防ぐことを目的に行いました。 

③提 案 審 査：第二次審査として応募者からの提案内容を審査しました。 

提案審査は「基礎審査」と「総合審査」から構成されます。「基礎審査」では、

提案価格及び提案内容が要求水準等を満たしているか否かを確認しました。「総

合審査」では、提案内容（提案価格含む）を様々な視点から総合的に評価しま

した。 

審査のうち、①資格審査、②競争的対話及び③提案審査のうち基礎審査は市が行い、③提案

審査のうち総合審査は、選定委員会が実施しました。 

選定委員会は、選定基準に基づいて提案内容の審査を行い、最優秀提案者を優先交渉権者と

して、次点提案者を次点交渉権者として選定しました。 
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募集要項等の公表

参加表明及び参加資格確認
申請書の提出

（１）資格審査
参加資格を確認できた

提案書の提出

（2-1）基礎審査

提案価格が上限を下回ってい
る。且つ、その他の基準を満た

している。

失格

YES

NO

NO

（2-2）総合審査

（2）提案審査

優先交渉権者、次点交渉権者の選定

YES

競争的対話

失格

 

図 3.1 審査の進め方 
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4.  プロポーザル参加資格審査 

市は、2グループが提出した参加表明書及び参加資格確認申請書類等を審査し、2グループすべ

てが募集要項等に定める参加資格要項を満たしていることを確認しました。 

 

5.  提案審査 

5.1 基礎審査 

市は、基礎審査として提案書類について、2 グループからの提案内容が募集要項等に示す条件

を満たしていることを確認しました。 

また、選定委員会はその報告を受け、確認しました。 

 

5.2 総合審査と総合評価点の算出 

選定委員会は、提案書のうち非価格要素の内容について審査し、「総合評価点の算出方法」に基

づき得点化（提案内容点）を行いました。 

市は、見積価格について、「総合評価点の算出方法」に基づき得点化（価格点）を行いました。 

これらの提案内容点と価格点を合算し、総合評価点を算出しました。 

 

5.2.1 総合評価点の算出方法 

総合審査では、提案価格と提案内容の二つの面から評価を行いました。提案価格の評価点が

30 点満点、提案内容の評価点が 70点満点の合計 100 点満点で評価しました。 

 総合評価点数（満点 100 点）＝提案内容評価の得点（70 点）＋提案価格の得点（30 点） 

 

１） 提案内容の評価（配点：70 点） 

提案内容については、選定委員会が優先交渉権者選定基準に基づき、Ⅰ事業実施方針及び

実施体制・実績に関する事項、Ⅱ設計・建設及び施設能力に関する事項の各項目について、

表 5.1 に示す内容評価の採点基準に従い A～Dの 4段階評価の加点項目審査を行いました。 

加点項目審査の結果、応募者の得点は表 5.2 のとおりでした。 

表 5.1 内容評価の採点基準 

評価 評価内容 採点基準 

A 当該評価項目において、特に優れている 配点×1.0 

B 当該評価項目において、優れている 配点×0.6 

C 当該評価項目において、要求水準を満足している（標準） 配点×0.2 

D 当該評価項目において、要求水準を満足しているが改善の余地がある 配点×0 

なお、得点化の際は、小数点第 3位以下は四捨五入し、小数点第 2位までを求めた。 
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表 5.2 提案内容の評価点 
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２） 提案価格の評価（配点：30 点） 

提案価格の評価点について、以下の方法で得点化した結果、2 グループの得点は表 5.3 のとお

りでした。 

○ 見積参加者中、提案書に記載された提案価格が最低である者を１位とし、価格点の満

点である 30 点を付与する。 

○ 他の見積参加者の価格点は、１位の価格（最低提案価格）との比率により算出する。 

○ 「評価価格」は、現在価値でなく実額を用いる。 

○ 価格の点数化では、小数点以下第 3 位を四捨五入して、第 2 位までの値を使用する。 

価格点 ＝ 価格点の満点 × 最低提案価格 ／ 当該提案価格 

表 5.3 提案価格の評価点 

 

 

３） 審査結果 

2 グループそれぞれの提案内容の評価点と提案価格の評価点との合計による総合評価点は、表

5.4 のとおりであり、最も得点の高かった Bグループの提案を最優秀提案に選定し、2番目に得点

の高かった Aグループを次点提案に選定しました。 

表 5.4 総合評価点 
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6.  審査講評 

選定委員会で実施した加点項目審査で、2 グループの提案について要求水準を上回り、加点に

値すると評価した主な事項を講評として以下に示します。 

6.1 各審査項目の講評 

１） Ⅰ事業実施方針及び実施体制・実績に関する事項 
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２） Ⅱ設計・建設及び施設能力に関する事項
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6.2 総評 

本公募に参加した 2 グループの提案は、いずれも本事業における目的を深く理解し、要求水

準書を上回る優れた内容となっていました。 

Ａグループの提案は、整備計画において、特に機能性および維持管理性の具体的な提案が多

くなされており、中でも雨天時に対する施設計画、送水管整備の効率化、合流・分流汚水ポン

プ棟の配置計画や洗砂設備等の機械設備の提案について高く評価しました。 

Ｂグループの提案は、整備計画において、機能性および維持管理性の具体的な提案がなされ

ていました。さらには、入念な調査計画や送水管の腐食対策、実負荷による試運転計画につい

て高く評価しました。また、最も建設コストが安価であり、地域経済への貢献に関しても、市

内企業および人材、市内産製品等の最大限の活用を行っている点を特に高く評価しました。 

提案内容・価格の総合評価の結果、三井住友建設株式会社を代表企業とするＢグループの提

案を最優秀提案として選定しました。今後、優先交渉権者として市と交渉するにあたり、本事

業が市政において極めて重要な位置付けを持つものであることを再度認識し、質の高い公共サ

ービスを継続的かつ安定的に提供し続けるため、誠意を持って協議を行っていただくことを希

望します。 

 

以上 


